
広
島
県
県
営
住
宅
設
置
及
び
管
理
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
三
年
十
二
月
二
十
六
日 

広
島
県
知
事 

湯 
 

﨑 
 

英 
 

彦 

広
島
県
条
例
第
五
十
六
号 

 
 
 

広
島
県
県
営
住
宅
設
置
及
び
管
理
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例 

 

広
島
県
県
営
住
宅
設
置
及
び
管
理
条
例
（
平
成
九
年
広
島
県
条
例
第
十
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に

改
正
す
る
。 

 

第
六
条
第
一
項
中
「
令
第
六
条
第
一
項
に
規
定
す
る
者
」
を
「
高
齢
者
、
身
体
障
害
者
そ
の
他
の
特
に

居
住
の
安
定
を
図
る
必
要
が
あ
る
者
と
し
て
規
則
で
定
め
る
者
（
次
条
第
二
項
に
お
い
て
「
高
齢
者
等
」

と
い
う
。
）
」
に
、
「
第
四
号
」
を
「
第
六
号
」
に
改
め
、
同
項
第
三
号
中
「
明
ら
か
な
者
」
を
「
明
ら

か
」
に
改
め
、
同
項
に
次
の
二
号
を
加
え
る
。 

 

五 

そ
の
者
又
は
同
居
親
族
が
過
去
に
お
い
て
県
営
住
宅
に
入
居
し
て
い
た
者
で
あ
っ
て
、
現
に
未
納

の
家
賃
又
は
県
営
住
宅
に
係
る
損
害
賠
償
金
が
な
い
こ
と
。 

 

六 

そ
の
者
又
は
同
居
親
族
が
過
去
に
お
い
て
県
営
住
宅
に
入
居
し
て
い
た
者
で
あ
っ
て
、
現
に
県
営

住
宅
の
共
同
施
設
と
し
て
整
備
さ
れ
た
駐
車
場
（
以
下
「
駐
車
場
」
と
い
う
。
）
の
使
用
料
の
滞
納

又
は
駐
車
場
に
係
る
損
害
賠
償
金
が
な
い
こ
と
。 

 

第
六
条
第
三
項
第
一
号
中
「
及
び
第
四
号
」
を
「
、
第
四
号
、
第
五
号
及
び
第
六
号
」
に
改
め
、
同
項

第
二
号
中
「
者
で
あ
る
」
を
削
る
。 

 

第
七
条
第
二
項
中
「
令
第
六
条
第
一
項
に
規
定
す
る
者
」
を
「
高
齢
者
等
」
に
、
「
第
四
号
」
を
「
第

六
号
」
に
改
め
る
。 

 

第
五
十
一
条
中
「
県
営
住
宅
の
共
同
施
設
と
し
て
整
備
さ
れ
た
駐
車
場
（
以
下
「
駐
車
場
」
と
い
う
。

）
」
を
「
駐
車
場
」
に
改
め
る
。 

 

第
五
十
二
条
第
二
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

 

二 

第
十
三
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
認
定
さ
れ
た
収
入
の
額
が
、
公
営
住
宅
に
あ
っ
て
は
第
六
条
第

一
項
第
二
号
イ
、
ロ
又
は
ハ
に
掲
げ
る
場
合
に
応
じ
そ
れ
ぞ
れ
同
号
イ
、
ロ
又
は
ハ
に
掲
げ
る
金
額

を
、
改
良
住
宅
に
あ
っ
て
は
同
条
第
二
項
後
段
の
規
定
に
よ
る
読
替
え
後
の
金
額
を
超
え
な
い
こ
と
。 

第
五
十
二
条
中
第
四
号
を
第
六
号
と
し
、
第
三
号
を
第
五
号
と
し
、
同
号
の
前
に
次
の
二
号
を
加
え
る
。 

 

三 

未
納
の
家
賃
又
は
県
営
住
宅
に
係
る
損
害
賠
償
金
が
な
い
こ
と
。 

 

四 

駐
車
場
の
使
用
料
の
滞
納
又
は
駐
車
場
に
係
る
損
害
賠
償
金
が
な
い
こ
と
。 

 

第
五
十
二
条
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。 

２ 

知
事
は
、
特
に
必
要
と
認
め
る
と
き
は
、
前
項
の
条
件
の
特
例
を
定
め
る
こ
と
が
で
き
る
。 

 

附
則
第
七
項
中
「
同
居
し
、
又
は
同
居
し
よ
う
と
す
る
親
族
」
を
「
同
居
親
族
」
に
改
め
る
。 



 
 
 

附 

則 

 

こ
の
条
例
は
、
平
成
二
十
四
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

  


